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る る る 則
規 こ 理 を
則 と 学 制
の と 療 定

織
規
則
の
改
正
等
に
か
ん
が
み
、

こ
に
公

則布
す

北 る
海 。
道
知
事

堀

し そ こ 理
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災 の に害 経 関補 理の 備 進 及よ に に びう 関 関 障に す す 害加 る る 者え こ こ 職る と と 業。 。 能（

他 力一 部 開五 の 発
主 校
管 に
に 関

課 保と施 関 に の 健」設 す 関 項 福の る す のを 祉行 こ る 下削 部う と こ にり 地職 。 と 、 域「
業 。 同 福（
訓 他表 祉練 課経 課に の済 の関 主部 項す 管地 中る に域こ 「

生 課 こ 課 に 関活 の と の 関 す文 項 項（ す る化 第 他 に る こ室 三 部 次 こ と」 号 の の と 。を 中 主 一 。管 号「 「
生 保 に を
活 護 属 加
文 」 す え
化 を る る
・ も 。「
青 愛 の

の に関 び 償よ 次す 教 基う のる 養 金に よこ に に加 うと 関 関え に。 す する 加る る。 えこ こると と。。 。

す償 に
る及 関
こび す
と通 る

勤 こ （
他災 と

害 。 課
補 の
償 主
に 管
関 にす 属る すこ

属 す
す る
る こ
も と
の 。

属産と （
す業 他。 る課 課
もの の
の項 主
をの 管

次 除 に

少 護 を
年 」 除
室 に く
」 改 。
に め ）
改 、
め 同
、

ると
も。
の
を
除



項
を
次 二 課 課 学 高
の 課 及 、 等院
よ び 訓 技のう 訓 練 術

訓に 練 第 専
改 第 一 練 門
め

北 海

及「 「
び 別 別

東 道 表 表
民 第 第京
の 十 九事 森 の 建

務 活 設
所 動 の 部

促 表 の

道 公 報

別 別住 建 水 水表 表
第 産 産 第
八 八宅 設 経 林そ そ
の 営 務 の
二 二課 部 課 部建 水

号外第

別流 農 表
通 第

八対 政 そ
策 の

二課 部 農

号

農 農
地 平

成整 政 十
備 三

年課 部 四
る 」
。 を

三 課 課 課 学
課 及 、 、 院
び 訓 訓 の訓 練 練

訓練 第 第
第 二 一 練

」
に

」 進 中 項
を セ を「

ン 及 削「 「
タ び る

高 課 東 ー 地 。
等 京 」 域
技 事 に 農
術 務 、 業
専 所 改
門 の 良

普
」 及
に セ

設 産北 水部 林海 産砂 務道 漁防 部住 業災 企宅 協害 画供 同課 調給 組の 整公 合項 課社 のを の等 合次 項に 併の の関 等よ 次す に

政次 部二 一 に 二流掲 も通 （
農 ク げ の 公 畜対業 リ る に 共 産策に ー 事 限 用 環課係 ン 務 る 草 境のる 農 。 地 に項環 業 ） の 係を境 に 。 管 る次保 関 理 もの全 す 運 のよに る 営 に

月次 一一 に 日掲
土 げ
地 る
基 事
盤 務 日の
整 曜備
に 日係
る改

め
、
同
表
水
産
試
験
場
水
産
試
験

、 ン
タ
ー
」
を
「
、
地
域
農
業
改
良
普

う にる 関に 次事 す改 の務 るめ よ事る う務。 に
加
え
る
。

う関 こ の 限にす と 指 る改る 。 導 。めこ に ）ると 関 。。。 す
る
こ
と
（
畜
産
環
境

農
業
農
村
整
備
事
業
の
実
施
に
関
す場

の
支
場
の

別
表
第
十
一
の

及
セ
ン
タ
ー

「
別

の 術 支 地 表
支 普 庁 第

方所 及 の 十
指 水 の機
導 産

別林 表
業 第
試 十

の験

に
係
る

場 釧 場 函
路 室 館
水 蘭 水
産 支 産
試 場 試

る
こ
と

場 中
央
水
産
試

の
表
中

「

場 中
央
農 」
業
試
験

所 技 関 の
表

支 を 地 中
冠 方

所 し 機
た 関 地

長 長 名
方

機
に
改 関
め
る を 地

場 の
表門 総 林技 括 業「 術 林 試員 業 験専 場
林事 導 専 上 指産務 等 門 司 導試を に の の 等験整 関 事 命 に場理 す 項 を 関のす る の 受 す

験 験

技 水 専 主
術 産 門 任
員 業 技 水
専 術 産
門 員 業

専 上 の 指 専 上 該 指
門 司 事 導 門 司 事 導
の の 務 等 の の 務 等
事 命 に に 事 命 を に
項 を 従 関 項 を 整 関
の 受 事 す の 受 理 す

験

専 総
門 括
技 水
術 産
員 業

専 上
門 司
の の
事 命
項 を
の 受」

を
「

場 中 工
央 業
農 試業
験試

験 場

」
に
、

。 冠 方
し 機
た 関
長 名

」
を

項る 事 調 け るの。 務 査 、 事前に 研 試 務に従 究 験 に次事 、 研 従のす 林 究 事よる 業 機 すうと 改 関 るにと 良 等 。加も 指 と えに 導 の る、 員 連 。当 の 絡
該 指 、

調 け す る 調 け す る
査 、 る 事 査 、 る 事
研 試 。 務 研 試 。 務
究 験 に 究 験 に
、 研 従 、 研 従
水 究 事 水 究 事
産 機 し 産 機 す
業 関 、 業 関 る
改 等 及 改 等 と
良 と び 良 と と
普 の 当 普 の も
及 連 該 及 連 に
員 絡 担 員 絡 、
の 、 任 の 、 当

調 け
査 、
研 試
究 験
、 研
水 究
産 機
業 関
改 等 一良 と 六普 の
及 連
員 絡
の 、



二 練 学 高 部 地
平 課 及 院 等 の 質
成 び の 技 課 研
十 訓 室 術 究
三 練 、 専 所
年 第 訓 門 の
四

北 海

「
別
表
第
十
一
の

の

道 公 報

の
別 よ促 道 道表 う進 民 第 に立セ の 十 加ン 森 病一 えタ 活 の るー 動 院 。
の

号外第

「 「

衛 事 道
生 務 民
学 所 の
院 森
の 建
課 設

号

「

農
業
大
学
校

月 」
一 を
日

第 練 学 高 学 高 部
二 課 院 等 院 等 の
課 及 の 技 技 課

日 び 室 術 術
訓 、 専 専

曜 練 訓 門 門

日 」
に

表
中

「 「

地 の セ 小
質 課 ン 児
研 タ 総
究 ー 合
所 の 保
の 部 健

」
を

主 長 副表 総道 看立 護病幹 婦院
の定 上 す 総課の 司 る 看の事 の 。 護項務 命 婦のに を 長次従 受 をに事 け 補次す 、 佐

」 」
を を

「 「

衛 課 東 促 道
生 京 進 民
学 事 セ の
院 務 ン 森
の 所 タ 活
課 の ー 動

」 」
に に

副

校

長

」
を

「

農 専 札
門 幌業
学 高大、 「

合 心 の セ 小
相 身 課 ン 児
談 障 タ 総
所 害 ー 合
の 者 の 保
課 総 部 健

」
に
、

のる 道 しよ。 民 、うの 担に森 任加の のえ利 看る用 護。に 業
関 務
す を
る 整
特 理

改 、
め
、
同
表
東
京
事
務
所
保 」
健
所
の

院 等
学 技
校 術

副 副
学

校
院

長 長

に
、

同
表 別 域 推 保道 表 保 進 健立 第 健 課 所病 十 推 及 の院 一 進 び 健道 の

の
農総 保 業 所 食 計務 健 振 肉 量課 所 興 衛の 検部 生企 定の 検

「
別

セ 精 保 表
ン 神 第
タ 保 十健ー 健 一
福 の

項
の
前
に
次

よ 「
う務 消 に 事 道課 防 加 務 民学 え 所 の校 る の 森の 。 課 建

「

水 部 土
の 木産
課 現試 及 業

験 び 所課 地 康立
精 の
神 表
病 保
院 健
の 所
項 の
中 企 業 上画「 務 司総 を の務 調 命課 整 を及 す 受

画 農 査 所
業企 農

画 村
整主
備幹 事
業視 ビ 上 を 」業 ス 司 担 に務 事 の 当 改を 業 命 す め統 者 を る 、括 の 受

祉 所
の

主 表
中任

「
技
師 所 食 計 保

肉 量
衛 検 健生
定検

査 所 所

教 設
講 」 」

を
「

師 促 道
進 民育 上 セ の及 司 ン 森び の タ 活指 命 ー 動導 を

の 受

場 室 の

を
「

部 土
の 木
課 現
及 業
び 所
室 の

び る け保 事 、健 務 保予 に 健防 従 、課 事 医の す 療項 る 及並 。 び一 び 福七 に 祉林 に業 係試 る

課 同す 指 け の 表る 導 、 項 支事 及 市 の 庁務 び 町 次 のに 監 村 に 税従 督 支 次 務事 並 援 の 部す び 、 よ 納る に 介 う 税。 医 護 に 課療 保 加 の薬 険 え 項事 サ る を監 ー

主
任
技
師

」
を

」業 け に務 、 改に 教 め従 科 、事 を 同す 担 表る 任 漁。 し 業、 研学 修生 所等 のの 課教

」
に
、

験
場
の
項

」 を
を 削

り
、

。 削
り
、
同
表
支
庁

の
項
の
前
に
次
の



１ 「
議 別 農 別（ （

経 会 こ 施 表 業 表
過 の の 行 附 第 の 第
措 項 規 期 十 」 十
置 を 則 日 則 六 を 五
） 加 は ） 病 削 の
え 、 害 り
る 公 虫 、 の

北 海

「
別
表 張 支 術 支
第 所 庁 普 庁
十 の 及 の
四 耕 指 水
事 地 導 産
務 出 所 技
局

道 公 報

同
別 表術 支表 支普 庁第 庁及 の十 の指 水一 水導 産の 産所 技 技
の 術

号外第

ー「
別 の普 地所 支 表 項及 域の 庁 第 をセ 農納 道 十 次ン 業税 税 一 のタ 改課 事 の よー 良務 う
の に

号

「

上
司 平
の 成
命 十
を 三
受 年
け 四

改 布 防 同 表
正 の 除 表 農
規 日 所 生 業
定 か の 活 改
は ら 支 改 良
、 施 所 良 普
平 行 長 普 及
成 す の 及 員
十 る 項 員 の
三 。 を の 項
年 た 削 項 中
七 だ る を 「
月 し 。 削 農

の 」
部 を
総
務
課 張 支 の 術 支 術 支
の 所 庁 支 普 庁 普 庁
款 の 所 及 の 及 の
参 耕 指 水 指 水
事 地 導 産 導 産
の 出 所 技 所 技
項
及 」
び に

指 主表 普導中 及専 指「 門 導員 幹 所
の普 上 務 上 項及 司 に 司 をに の 従 の 次関 命 事 命 のす を す を よる 受 る 受 う特 け 。 け に定 、 、

技門 税 表 改
術員 務 中 め

実 る主「
査 支 。幹専 庁

道 務 上等 上 税 に 司に 司 事 従 の関 の 務 事 命す 命 所 す をる を 」 る 受事 受 を 。 け務 け 「 、

、 月
看 一
護 日
業
務
を
処
理 日
す
る 曜
。

日

一 、 る 業
日 第 。 改
か 二 良
ら 十 普
施 九 及
行 条 員
す の 」
る 表 を
。 に 「
北 改
海 良
道 普
男 及
女 員

附 改
属 め
情 る
報 。
セ
ン
タ
ー
の
部
主
幹
の
項

改の 沿 所 め業 岸 の る務 漁 主 。に 業 管
従 の に
事 技 属
す 術 す
る 及 る
。 び 特
知 定
識 の
の 業

に 、 支 普従 道 庁 及事 税 の 活す の 道 動る 徴 税 に。 収 事 関に 務 す係 所 るる 」 特特 に 定殊 改 の事 め 事案 、

」
に
改
め
、
同
表
地
域
農
業
改
良

平 」
等 に
参 改
画 め
審 、

建 建 建 さ 地 経
設 設 設 れ 域 済
部 部 部 て の 部
ま 建 建 い 整 （
ち 設 設 る 備 観

を
削
る
。

経 経 経 環 環 環
済 済 済 境 境 境
部 部 部 生 生 生
職 経 産 活 活 活
業 営 業 部 部 部

環 さ 進 総 る 務 総 総
境 れ 及 合 。 合 合を
生 て び 企 ） 企 企処
活 い 管 画 画 画理
部 る 理 部 部 部す

」
を
削
り
、

る
れ 支 総 れ 道 総 もて 庁 合 て 政 合 のい 制 企 い 改 企 とる 度 画 る 革 画 す者 に 部 者 に 部 る

普
及
セ
ン
タ

２
て 機
、 関 こ
当 の の
該 内 規
下 部 則
欄 組 のづ 企 企 者 に 光

く 画 画 に 係 イ
り 室 室 限 る ベ
推 建 企 る 事 ン
進 設 画 。 務 ト
室 情 調 ） を の
ま 報 整 処 促
ち 課 課 理 進
づ す 及
く べ び
り き 総
企 こ 合
画 と 保
課 と 養

能 金 技 女 生 生
力 融 術 性 活 活
開 課 課 室 文 文
発 化 化
課 室 室

生 文
活 化
振 振
興 興
課 課

生 者 に 計 計 政べ
活 に 係 画 画 策き
文 限 る 推 推 室こ化 る 事 進 進 政と室 。 務 室 室 策と） を 評（ （さ処 総 開 価

れ理 合 発 課
てす 開 関
いべ 発 係
るき 計 予
者こ 画 算
にと の の

と 推 限 事

に 係 構 に 係 構 。限 る 造 限 る 造
る 事 改 る 事 改
。 務 革 。 務 革
） を 推 ） を 推
処 進 処 進
理 室 理 室
す す（ （
べ 地 べ 関
き 方 き 与
こ 分 こ 団
と 権 と 体
と 及 と 及
さ び さ び

に 織 施
掲 の 行
げ 職 の
る 員 日
本 で の
庁 あ 前
の る 日
室 者 に
、 は お
課 、 い
又 別 て
は に 現
課 辞 に

建 建 建 経
設 設 設 済
部 部 部 部
ま 建 企 観
ち 設 画 光
づ 管 調 振
く 理 整 興
り 室 課 課
推 建
進 設
課 情

報
課

経 経 経 環 環 環
済 済 済 境 境 境
部 部 部 生 生 生
人 金 産 活 活 活
材 融 業 部 部 部
育 課 振 男 生 生
成 興 女 活 活
課 課 平 文 文

等 化 化
参 ・ ・
画 青 青
推 少 少
進 年 年

環 総 総 総
境 合 合 合
生 企 企 企
活 画 画 画
部 部 部 部
生 政 政 政
活 策 策 策
文 室 室 室
化 政 政
・ 策 策
青 推 推
少 進 進
年 評 評

総 総
合 務
企 部
画 総
部 務
政 課
策
室
構
造
改
革
推

の 令 次
室 を の
及 発 表
び せ の
出 ら 上
先 れ 欄
機 な に
関 い 掲
の 限 げ
内 り る 一
部 、 本 八
組 同 庁
織 一 の
の の 室室 室 室

生 文
活 化
振 振
興 興
課 課

室 価 価
課 課

進
課 相 勤 又

当 務 は
の 条 課
職 件 及
員 を び
と も 出
な っ 先



浦 苫 苫 室 室
河 小 小 蘭 蘭平 保 牧 牧 保 保成 健 保 保 健 健十 所 健 健 所 所三 保 所 所 保 保年 健 保 保 健 健

四

北 海

深 滝 岩 岩 岩 倶 倶
川 川 見 見 内 知 知
保 保 沢 沢 保 安 安
健 健 保 保 健 保 保
所 所 健 健 所 健 健
保 保 所 所 保 所 所
健 健 保 保 健 保 保

道 公 報

千 江 八 江 渡 渡
歳 別 雲 差 島 島
保 保 保 保 保 保
健 健 健 健 健 健
所 所 所 所 所 所
保 保 保 保 保 保
健 健 健 健 健 健

号外第

課 苫 苫 環 東 東 建
小 小 境 京 京 設
牧 牧 科 事 事 部
地 地 学 務 務 管
方 方 研 所 所 理
環 環 究 行 行 課
境 境 セ 政 政

号

建 建
設 設
部 部
建 ま
築 ち
整 づ
備 く

予 健 健 指 予
月 防 指 予 導 防
一 課 導 防 課 課
日 課 課

日

曜

日
浦 苫 苫 室 室

予 予 健 健 予 健 健
防 防 指 予 防 指 予
課 課 導 防 課 導 防

課 課 課 課

深 滝 岩 岩 岩 倶 倶

予 予 予 予 指 予
防 防 防 防 導 防
課 課 課 課 課 課

千 江 八 江 渡 渡

監 監 ン 室 室
視 視 タ 行 行
セ セ ー 政 政
ン ン 総 第 第
タ タ 務 二 一
ー ー 部 課 課
シ 監
ス 視
テ 課
ム
管
理

課 苫 苫 環 東 東 建

室 り
計 推
画 進
調 室
整 都
課 市

計
画
課

建 建
河 小 小 蘭 蘭
保 牧 牧 保 保
健 保 保 健 健
所 健 健 所 所
健 所 所 地 健
康 地 健 域 康
推 域 康 保 推
進 保 推 健 進
課 健 進 推 課

推 課 進
進 課
課

川 川 見 見 内 知 知
保 保 沢 沢 保 安 安
健 健 保 保 健 保 保
所 所 健 健 所 健 健
健 健 所 所 健 所 所
康 康 地 健 康 地 健
推 推 域 康 推 域 康
進 進 保 推 進 保 推
課 課 健 進 課 健 進

推 課 推 課
進 進
課 課

歳 別 雲 差 島 島
保 保 保 保 保 保
健 健 健 健 健 健
所 所 所 所 所 所
健 健 健 健 地 健
康 康 康 康 域 康
推 推 推 推 保 推
進 進 進 進 健 進
課 課 課 課 推 課

進
課

小 小 境 京 京 設
牧 牧 科 事 事 部
地 地 学 務 務 総
方 方 研 所 所 務
環 環 究 行 行 課
境 境 セ 政 政 用
監 監 ン 第 第 地
視 視 タ 二 一 管
セ セ ー 課 課 理
ン ン 企 室
タ タ 画
ー ー 総
シ 環 務
ス 境 部
テ 監

設 設
部 部
建 都
築 市
整 計
備 画
室 課
計
画
管
理
課

３
に

釧 日 胆辞 こ 路 高 振令 の 支 支 支を 規 庁 庁 庁発 則 釧 日 室せ の

網 道 札 中 根 釧
走 民 幌 標 室 路
支 の 女 津 保 保
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網 建 高 健 所 所

釧 帯 帯 紋 網 北
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健 健
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い 日 区 区 産
も の 水 水 技
の 前 産 産 術
は 日 技 技 普
、 に 術 術 及
引 お 普 普 指
き い 及 及 導

指 指 所続 て
導 導き 現
所 所当 に

走 設 等 所 保 保
西 事 技 保 健 健
部 務 術 健 予 指
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良 良 良 力 策 融
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長

金 金
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課 課
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設 設 設 産
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建 ま ま 務
設 ち ち 部
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管 課 課 主
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課 告 業 水
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部 部 部 部 部 部
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課 課 課 課 課 備
農 普 生 計 人 資
業 及 産 画 材 金
情 推 資 調 誘 管
報 進 材 整 致 理
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経 経
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業 業
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健 域 健 健
指 保 指 指
導 健 導 導
係 推 係 係

日 長 進 長 長
係
長曜

日
上 上 静 浦
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長
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地 健 障 保 地 健
域 指 害 健 域 指
保 導 者 指 保 導
健 係 保 導 健 係
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項提う項
大議他

に

定、。定

規しと規

の
開き

づのづ

基見基

に意
央の県

中そ他

、陳、

き
災必防

防他と

前 関
の し
例 て
に は
よ 、

長る項
表

、政第構。第別中別

４ 総策造４表
体２

条 合室改条第団第

３そ等の

の 企長革の１

に進をの」総

２ 画」推

次改室削１を務

の 部

」 総 習動を 合 推
セ 進促「

図特教 ン セ
タ 進 ン

北道条

海平海４

北北第

海事第

道成
事
決４事決項

務年道務１

裁月務裁中

方 会
公 の
所 管
を 理
除 に

号
５
第
令
訓
道
海
北

、該と

第し当こ

対びる

規職を

の遣料

条派資。
政

基関行

にに定

定員指

長るの部

見

きる機

づす

出 長め

体合

し にる」。部団総

つ専」防

中 あ。を長

策事改対

構 て政決に災
る室 改 政室項め策 造 は

。防 革 策長第

推 室」
室 長、、消 進 次に項災

」部防

規１決規

等 に構次課 長

の規策

程日裁程政
あ

部の和に

一程昭室

を一
海は

正を北て

改部年つ

訓す訓次

る正道室

す改

を訓第、

令る令長

訓

二
三

等

閣を長

内料の

、資関
、換

大し交

理出と

総提

事 」 改造長の

に及す

臣

事の

、革決項 を め改専

同推

第室第に 策 条進項次 政

次 室 ２次

中」及１ 等

項長項の 長
をび事 」

構代項 に

改策課加 め

造政表を 改

を

次令３」
革室長え 、

一、

うのり

よ）削

の号

定部

に

の改

る海次造

め北を構
に進

事う推

知よ革

。道

正長

本出堀改室

令

進長決。 条

推次専る 同

第 項

長に項 ２

室」事 第

を

先す」
を中め５

」改

機達。
る

室

庁関也策
政



第１置活臣

び第措域大

中化農

表３項法性、

別
第号
２」平計林
」産

のを過成画水

総疎
１域法臣

務第地年を大

部
人条活律北及

北 海 道 公 報 号外第 号

平
成
十
三
年
四

道国

事の性第海び

課２化
別）疎交

の第特号過土
域大

項号措」地通

事３
３に法改自臣

第」置に

項改め立」

成同進改

のめ平、促に
道、

長同２項都め

部、
決の法部府同

専表年の

月
一
日

日

曜

日

第専計の

事総律長県項

決画課

項合
の企
）項に専

欄画号事」長

欄事

２地」の、決

第部
号域を

中振第内項

規対興過１閣の
理第

定し第室疎号総欄

域域大１

に損１地地中

よ害条

」中

るをの政自北臣号

従補２策立海

こ第定従第

求規る規に

め第定

に事 にと ら

た第

れ条よ。条よし条

処２従者２

た第る第る

と１

害の第関計

備災施機災
及画

第の第
の要 優

指定

条先条た請条びに

受２定め

の的のめを第

規な規の

事指、は

況告の係関又

態定市要

第及す第

びる

村を

条対こ条及地町請

こ行長す

第策とのび方

会画提

災計を
２措。規 こ

協施る

の実す

議の出

事償第課促道を

議状

命す２の進過市
務村

令る号事特疎総町

り。
よと
にこ及項別地

亡疎室項よ

死過興２の

た域町にに

し地市」う

課めめ８

者活村改改第
。第

に化の、る条

等性

き項分項事に項

計事同

令し規

、のにの命対の

定り定に、定

こ規よ規

費基

にに生によ実に

れ

たづ応をづ

応基じ基り

、

るき損き急弁き

ずづ

第置す第

こ、失、措償

と第を

のる 補 。

の務との

条償条業こ条

利定応け項地る

。

のす

務

に用に援るの方労

定

定共、

基等基のこ規公

求。に機施

づをづ要と

、め、又基関設

き求き

きらの

公る市はづかそ

と村急、法他

衆こ町応

又応

気。長措指令の

電
信かの公は援

通等置定

れ政そる
設ら実共防を

ののにに機のこ

項置定

のの。

規概基対関他と

にをきる長関

定要づす
予置指者

基内、措、係
地必

き総想に定に

づ閣
災大れい方要

、理さつ
災、共通

害臣るて公な

況と
状報害関機知

のに

者て
表い
代つ
のに。

会
地又
、、
しし
対告
に報

画項表１

災料
防資
域は

境び

を１環及

」第の項

項
部条

疎部活９

過の生第

自決境１

域専環第

地長
棄規

促項廃の

立事室項

町第対に

市欄物定

進の
事

画中の

計号課

村９策

」

項

め条１

改１第

に第項
」長

表項課

同２の

、第
合決

総を専

の

二
四

欄

部条の

画１項

企第事

振第次

域２を

地の



棄内こ条係を

平 物容と第第るす

成 処が。９５一る

十 理相条項般こ

三 施当のの廃と

年 設で３規棄。

四 のあ第定物

北 海

係第８定

廃と村に第規

９設る９項に

棄。第の

おづ

処条置計条に基

物

係の３いき

理のに画の

設第る変第て、

施３

道 公 報

般を第の第

一こ一額物

。８廃算９最９

般と第

処の

棄条棄定条終条

廃

最通５分２

物の物し第

理第終知項場第

処５

号外第

準門第準

般の保て専て

上８用的８用

廃保全第

物上の条す知条す

棄全

２場

処関見のる識のる

合有第合

理係地２場を

施がか第

号

変８る

づび第す

基及用
を

一の第合

、更条場

き
廃可項含

般許５

月 にの 届る

一 出と項基最

日

びめおき処

及認にづ終

更旨て市場

変るい、分

のの準町の

日

出知すの止

届通用村廃

曜

係す第置確

にをる設の

日

一更４準市
るる９に認

村

設項般又項用町

の３

廃だるの

置の廃はたす

許定物止し場設

の規棄
命をに

可に処を書合置

を基理

９むる

取づ施ず第含係

、のこ条。一

りき設る

の廃

す市届との）般

消

処すのの１
こ町出。３

の

設項分る規廃項

施４

とにの規

のの場こ定止

用定維。基確定

使規の
管きを基

前に持づ認に
るき

検づ理、すづ

の基

を、立般こ、

査き積一

の棄。般

す特金廃と一

設あら３をす５を
る定

者む

のるの項含る項含

設市意む

９）

置町見第。の第。

の見条の

等村を９）意

く第規を第規

に長聴条

し生こ２定聴２定

関の

に基

生活と項にく項に

づとおづ

活環。に基こ

境のいき。いき

環境お

棄をむ

、、

条の

処る９）

物す第。

設。２定

施と第規

理こ

き

置おづ

設に基

の項に

課第

可準一

許て、

のい

決業決の２

試課専職専

中

」に事能事事号

験」
の開の第

を改項力項項

め
保、欄発欄２第

育同第課第項

号項１
士事１の１の条

室２４で

境を

第 」号号を及環号

号第衛削

８ にを中２び
項 改削

関、

の めりにず４生り

繰中係同

課 、、限つ号

表欄」り営表

長 同同る

表ブ同

別シ、
ハり

２ガの

処規２産第ト表

及廃のラ環

理廃則号業

推棄

」生

進物昭び棄環ス境

セの和第物境

基く第全

廃は項に聴保
上

棄分第に
おづこ 物割

の支

処に条いきと条の

理よのて、。

９物可９

第棄許第

廃て

部の

の理すの

条処を条

中項中長２

試項号事号

」４中専第

験第
に項中第決１
事項 改中小職

め企業条項」

力４欄

、中業能第のを

同小指

表企導開項第第

の業事発」１

」中第

経指業課を号条

済導」

部法をを第１

専
」保

決 の第を上地業の

事 保３げ方
神福

項 健号を、精を健

の 福中除同

欄 祉く表保生祉
衛児 第 部に」の健活部

健祉生童 ５ 地限に保福

」め福審関家 号 域る改

削 療を、祉議係庭 を 医

り 課同部会営課
」事 、 のを号保」業の

再生の活

同 事除を健を

ン処

に生

タ理年条生活次部

３用環活

ー及厚の利部

へび生

ア化

協清省第の境、文

者自ラ室

力掃令２業室

のを然イ生

をに第号

求関

マ振

めす号規指環グ活

す課」興

るる）定定境

９基るのを課

こ法第に

。施条づこ事加の

と律

門のの

施る２準専９障

設３す的規除

設施第用

に等

置の項る知定去

設
者承場識

有づ措

で継第合を基の

を あを

る、に

る認条含すき置

す２。者生関

法可のむ

環て

のるの）の活し

人

第規見境適

合こ４の意

第設こ第

５施る６
併と

受の

項譲。項

１のと１

にはに

定又定

規け規

の

、

きけき

づ受づ

基借基

第項

一つ一

、に

経」

」 営を中人条

金小材第条に

項９め

融中企育５の改

企支課」」、

課小業成

事業援」にを

の
項支事に改又

中援業改め第は

二 役 法」め、

五

表の」

経」に、同条員
の

営に改同

金改め事の

予に項
融め、項農」次

項く同

１ の 第」欄防北改第 表
道、項 保 １に第課海め

号事精同の 健 項改２の

課、と項神事課 福 のめ

専 部

長同し第保項長 祉
福５決 食

専号、１健第

欄の祉項事 品

決を同項

項欄中課審の項 衛

事同

欄 課

の第第長議課の 生
」専第 の

欄１５専会長

第きと項え事
中号号決

表
１同中

、。第、項

行

項

化

長境文

課環活

のの生
生を

事部」

決活室

専生
の活
項

定をの正

第化活

欄文生

第政にに

般い般又。２

」同表１部改

課、同

を項の項農め

の経の業、第

金課済部経同

決３ 事

融長部長済欄条

項改事号 項

第とか事に

、第のめ項中 第

１しら

及同８欄、の １

号

第母

び欄号第同欄保 項

化

４室文
第第ま３事中

を少

中項青

ア事・

号の
、削年



３

北 海

２

道 公 報

７

別大指た第

産はし項
の

第の種」項

表臣定者
長

の認生改部

２承子に
決

政受者、専

農を産め

農るを事事

部け」同

号外第

事通課

決流策

専
長

課
の

第１

欄
の

項対

号

任

第す選

２任は

の選く

３る

平項たさ

成のめせ
十組にる
三合組」
年に合に
四

る

あ」改

共和務

公昭事

用
得第

取律
の法

地年
に

土施
の

特
の る

） す
号 関

る
法す

用関
収に

地行
和務

昭事

産こ項項

律
法

年

芸」定第欄

園と指中の

の子項２

課を種４第

項定産削中

事設生を号

第す者り

項こは第て

１る又、た

課」定項林

のと指５農

号肥施

１の

長に種を水

取に
料 中行

す
締 第関
法

条る

第

和 ２務
昭 の事

律 」法 項

年 １
月つをめ

一て、

日

３

理く第

、し欄

は若同

を選号

事は

日

くす
除任中

曜。る第

以た

日

措
行 別

施

この第

下め条

法す
関 置

に

か受に

者て第行

業つ執

らけ要

第

けこた の 受るし 条

）
号

第項にの第行

３定覧執

に基手に

条おづ続要

、行た の 第いきをし 条

生４大

専改子第産

４て

者との

事、産項臣

決め
要、認

の欄主し承

項同
作６受

第２農第を

欄第
のを」

号中物項け

１号
中
市種第を

設町子５

し農生とて

定村の項た

第 を
第

号

改
に
」
項
１
第
４
の

条）

に」」

項会項

の総２
め

い、
おにを

て第

同又
項

）任２

。選第

じは条
」改

加るに

をせ」

」さ

５

べ。用 第 ると費 ２ え

す 規

償収 の

補徴 項

きを

務と 基

義こ に

をる 定

金

２

わ代

代、

にき

者。 づ

用業こ用 第 項準起う費

。充 項

びす者とに ３

及

る 規

５場名て の

第るの
を等た 定

項合称
む公義 基

第含のめ に

の）及者 き

条。告務 づ

第規縦代起

４のびが 、

農団を、う

、業産しよ

水又託事す

林体委同と

る８設
管務

を き設総

項 と建部

項 あ室の

事 、理課

同 は

、

かに項

第 ら」事

、

、をめ
。
る
え
加

済
共

規農

はし項

又若同
部

程第政

」

良

に８改

次の業

の条農
第
１課

る

た第請係。

つ申にと

に 旨

、人

告第り会

を条よ立

るの地指

す項土を

示５
及、

と定書し

こ規調名

。に

定 請 第。第情

申規む事
を ） に 及
第補第取 よ び 条を条聴

項上 手 の １正３の る そ
料 付 のせの、 数 添 項さ

定をこ定業

書 規る規事

改に

７

の納 にとにの

類

と農、の

と めめ次

項 じ

表項

、 用。林同３

し 施

建加 表 の産のを

同 上水

部る 建 意臣設え の 注大
議ち 部 を協ま。 設 等に

企 す」く 設 示しづ 建 表
合

第譲第配

の定

渡
規の

第許の料

条を条肥

のるに産

項す定生

２可
き又

定とづ者

規こ基業

に。

第

又に項

更」事

変項の
同を

止、項

廃め２

は改
。９、

む第り

含欄削

を
をの

」中表

）号同

印

き件押

づ物名

基び署
作る

業のせ

起書さ

、調

欠め 基。基廃

の成こ

者

い きき又 陥な づづ止

事起変 こ 第 、、は

と 業業更

定の含のあ

認者が 条を

め進 室 き改推 画 べにり
情 命同都 設 を、室 建 旨

同画 課

るを計 報

ず項市

第事 項
項の 事

事課 の

こ

項を

６項 中

入

づ普輸

基、は

と削 建

又に

事料者

、肥業

き通

第農

、

料指し

肥は対

故

政

加
え

整

欄２地

同第農

、条部

中の

号を課

２」備

第項

二第事

六項 第
条の

企
しり 設

のにに

条」次

の 」
事表 室

同同 画
、、 第めの

６改次

第を建

項

を

」表項

項同事

１、１

をの
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１
計

市課
都画

号外第

第
２中

第欄
表の

別項
事

管削
部を

設号
建３

の

号

４

月
一 号 宅

日

に 規
行 等

施 成
の 造） 地

日

法す
関 制

曜 る
昭事日

和務

る

通和務

流昭事

業
地第

街律
市法

務年
の

都施
の

関
の に

） 備
号 整

る
法す

画関
計に

市行
和務

昭事

４
の第

課、
理り

律
法

年

号
り３

削第
をを

項号
事

和

建同
の、

表し
同と

、

公
拡第

の律
地法

有年
大

関行
に施

進の
推）

の号
すに

第
律

法
年

７を

第臣る第失

大出損
第け

条宅と条受

３にこ

行 す
施

１造２た

第地。

律す
関 法

に る

を任

第等第等委

転転は
らた

条命条自し

６を６

第

１る２行者

第ず第

）
号

村

第案画第町

の計市

をを

第市定第と

条都決条が

課
部の

設項

１計す４る

項
課事
備決

整専
路長

道
の

立し項欄

設び設関事の

す必第第

第立資第

す金

項号

条る計条る要１２

地命の及

第土画第土な

律る
法す

る関
２地を１

事

の工及と

項成項者

昭務

３し

定規第議

規事び協

づ域の及

基区項、

に制

に用

、指定収

きの規び

交申づ員

土を基委

国定

項こ項いに

、

通しき会

規。規又れ

のとの、こ
のわ

ににそ行

定定はを

ききじる

づづ命せ

基基
若。

施施者と

、、たこ

項べ

移移く

ののし

設設

だ措

の審こたき

項画る
書を

定会。し置

規議と

づ議規う

基付の行

にに

基。

、、にと

きし定こ

市、

計都き

市びづ

都及

第

項開承項開令部び

画

す専３

の発認の発を長

定社る決号

規公す規公
と

にのこににこ

定社る
。づし。を

基予と基対
、そり

き、き、削

づ算

海事同

北業北の、

、事

のにの

道画道務表

海計

建

の及

、を町

第し識市

対知は
る技

の通すの

条流有村

に団員的

定務職術

規業
術の

づ造技助

基地の援

き成

定助

第決援
の的

に

２変め

第は求

条又の
いる

規つず

のに応

項更

害
災
防
砂
部
設

にてこ

定

に
次

の
項
事
の

課

陥
第欠

条の
６書
第請
申

る
定す
規正

の補
項を

１
に

二
七

助に

国業援め

、事的求

通し求ず

交関を応

土に
又と

臣門、こ

大専める

町
づ市。

基、と

。

に的 術
計技

市の
都等

、村
き

る
え
加
を

項
事
３
の

次

画

業
事
、

き。
づと

基こ

。

定
認



別事及

を決項
の建

表第項び

第
の第第部

公水２条欄設
２公

園道
下課建

に水

部」中下

設項号園

１建

北 海

５

道 公 報

４

号外第

３

号

平
成
十
三
年
四２

の

都指め人課

築改個道
項

計課同工事

市導、施
削

法事の」を

画の項者

施第長る

の項課を
施

に項決人

行１専個。

長の者

す部項行

関の事

委
ら

か
庫

公
融

金
宅

住

る

区施
地の

土）
号

受
を

託

る
法す

理関
整に

画行
和務

昭事 に
行

施
の

法
画

計
市

都

年 る
す

関

月
一号 新

日

に 地行 街施 市の 宅） 住

日

す 発関 開

曜

事
る 法

日

決第に

事専欄」

和務 昭

のを、

項号め

事２改

務

建

２、の

第り表

欄削同
項部

中事設

号同
２市

第第都

務
事

た
け

条項環

こ第会第監こ

る総はる

との事と

。部の。

律
法

又任 第第 会解 条条

第

き

第す書第づ

用見基

るの

第合容第意

条場内条、

務
事

３をを３見

こ

第び第に第う

及会行

裁 処

第をの。

条分条決条と

１画３申規

第計

請
申
を
決
裁
に

第
律

法
年

事

項長の

９課課

第の境
表第第

別２び
の及

」専

３

の」の

４項条

第２９

項 はの ５６

庁改第

支に

を 規規
代求 のの
総請 項

基
招合 にに
を組 定定
会

投 きき
すの づづ

集員 基

事
とに 総理
こ票 、、
る

含審項書

、又す

会。付

む査又を

項
）る第市

第。すは都
計 条のこ

２定。第審

第規と条画
のに

に基項会

項に３議

て、定議

いき規付

おづ

に

項を項請定

準意にす

づ

規め規る基

の定のす
、

にこにとき

定る定こ
き地

づ。づ土

基と基。

行用用

施収収

、、の

き

と
こ
る
す

画員を

計委等

本、項

のめ５

。

宅し総表を

をを庁同」

、地、合の

し

格画庁９

合造合企支第
本の

又の又部の条

格成

不計不分庁２

は設はの

格事境１

合を合掌環第

の査の項生項

格審

査
審

を
計
設

の
成
造
地

宅

等

。第し有村

る対を町

、す ）

術

の地職技

。条土るの

整技援

定画の的

規区員
求

づ事的の

基理術助

に
き業援

等こ施は
者築

第にと第行建新

関。住

る第意等
宅 条す条の物

を建
街 １権１見の

市 第

開 のの及聴築
地 項利項

定第ての発 規設びい等

活及 業 に等２土行事 定

定、定１部び

判し判第

す第分９

を及を項の第
事の

る現る４掌条

すび

と審と中項３

こ場こ号

。査。第第
に

条第」

１項項

第７９

、
し

項中め

２号改

第１

、に助め

査
審
場

現
び

及

めず

土し求応

国関をに

大的又こ

通門、る

交専

地為

に識市。

臣知はと

係

づつののをに 基に項

て定質可る

きい規形許
変るの

造承にのすも

、

限

宅すづ更こに

成認基
、

地るき又と

二
八

」、
９項

を第同

条２２

１の第

第条中



の変とと

平 廃項更規。規。

成 棄に届則則

十 物おを第第

三 のい受９

年 処て理条条

四 理す第第

北 海

次
規の
則６
」号す本

棄規

とを第る部第廃の

と長 い加

のに

うえ条きの条物定

見５処基

。るのに意の

第第をの理づ

）。３、

第

道 公 報

表
処 ずし別

命との
４
及 こ同収可第

理 る、

取の
び と号第集第を

運清 」の

消庁
掃 を前条搬条り支
に にの業の
、本
関 受次２及３しの

理の第びの

号外第

」項と別中

同物６号号
表

項
第に」し

そ４び

４改に、他第及

のの第

号め、同第

中、号

同特の条処支
のの

第号別前の理庁条

を管に２に

同理次第関本６

号

表

を別

号

るの

よ第す４

の関第

次
う

及の

改第画庁

に条計支

る項び本

め７

月 及規る１１

一 び則こ項項

日

掃と。規規

清」とのの

基基

関うにに

にい定定

す。

日

法第きき

る）づづ

曜

施条産産

律５、、

日

及き
細７廃廃

行第業業

聴規 ８１

に清産

条項条く定び、

び３と基掃業

」及第こ

第項。づに廃

を

該、す物

規２にき関棄
法理

第の当関る管

則項
規す係

事政施に

条定る行律票
規る

に基由機行係

」に

３産規又庁
す

改づの関

る号項業定は環
る す２

生
律 こをに廃に事境

法

づの活施 と加お棄基業

て処き停部行 」えい物

改。準分、止の細 にる
め用業産を分則

廃ず事平 、すに業命掌

号第る棄る項成 同る係

と７年 を７届物こ第６

８す庁の

条

北 同条出収

業１項る環規

の項産の

」５廃号か計境定

４第

活を を号棄をら画生」

と物加第及
び部削 第し管え

、理る項当のり

計掌 条同票。ま該分、

の項」で
の項理 ６第をの画事受

３規

７、 に号産定実第し 」
環

。か当庁
、中業に施

の活

９画生

第計境

ら該
のの分

で施の

ま実部

項

第

にを項

定況事

規状掌

物

則項棄棄

づ理７

基受

の物
業業

成定理理

平規処処

北づのの

年基等等

６に

証証

道、可可

海き許許

第利書再

則生のの

規再
用換交

めき有等則報
号業え付

、、無に告

つし和受

同産に対昭を
理

号業

を廃い照

、等厚る

同棄て会年す
省と

第収警を生こ

項物
集視す

搬監こ第

号運総る令。

と
し業又と

項

同の道）

、等は。号

２受運第海 項のを集。

道 第

第理搬
る及を則

号３す業号規

しのこび削第

と項

、規と産り

に廃同。

同定。業、号

づ物第下

第基棄項以

項

こ

７
号き処

同産業中項

を、分号の

廃基の項及

第棄づ状中び

物き況第許 特

号を 管条管、を９可 別

票別理及取 理
の理特受

消 業
第」管しびり 産
３

し 廃
４に理、第

項改産公
を又 物
」め業表号、 棄

同棄る削は 」
を、廃す

と、業

第号物こり事 を

をの

６

産公第

、、中

きし項
こ削

棄るを

廃す号

業表
５

量第

減。、

のとり

物

者をを

そ第

他を

の号

そ

こ

下係るる

以にすす

。
こるこ

第き意第基第

知づのに

し

づ 、見 、

の、の

当条産書条き条

県８

号許府第

該第業を

にを察の

前等警条

の可
の第き第き

運る置づづ
、

搬こ第

、 許 業と

第業

及。条可条産条産

項業にに
び第及第業

９棄る棄い

第廃係廃お
第

号物許物て

別
表号

第の第４し第

設設第と

第設

の、 相 置

号の

条者条続条支同条

のでのの第庁

項停 業
条同減。同の 産

を

３第そ第止 廃
の項量

棄第４の８

５同第
号 別第項
中し設

表１第号と

置第項

を４」号、第の
譲 命のに中を同

ず支改す号条受

の６
る庁め基るののけ

出
、

にし

理と

処号

別第台

４及に第

第項」

表１帳

のび改

産２

庁３、の

支第め条

棄理第業の

市６廃受２

村物す５廃３

町項

こ物お

長第処る項棄に

理 の

理て

生条施と第処い

活の設。
設の設用

環２の条施準
使る

保４置２のす

境の
上２関４用第

全第にの

４廃５廃
の項し第前８

別項変項棄項棄

特１び

管及更物物
理

理びの第処第処

理 産第許
可条施条施 業

設２の

廃条をの設の設

２るの置の設

棄のす２

第に

処のこ４許４置

物

。２等２関

分４と第可

の６
に１項申項し

業第

項本前に

４あ４届１の

おをの庁にお

にるに出

い人い受規環次い

お法

８準

てのて理定境のて

基活号用

準合準すに生

すこづ部をす

用併用る

るはるときの加る

す又
第分第。、分え第

９割９事掌る

者項の

条に条業事。条

の、づこ前４又
のよの

と本きとにには

こ

い受

。庁基、」次お借

の次４てけ

環づ」のの

つ

生、次に号準に

境き
活」にを用

部の又加すい

る第許

の次事はえるて

掌者棄。９可

分に業廃
にをのす

事処等物条を

本」号第

の項同６

項分

項の

環改同項

庁にを１
定

生、第規

境め
活

しづ

の終と基

部最号に

事場同、

掌分、き

分処

意に利２の条

項埋号排

関に査５

見お害項検の
す４

聴て係おを第

をい
こ用かてる項

く準者い

の用と規

とすら準この

場生す。定

。る

二 合活るに

九

をき

含境合づ

を環場基

に請に生

。全含、

む保

い環

るのお書お活

係項

可定て公て境

許規いを
用の用保

をに準衆準の
る上

りづす縦す全

取基

し、場に場関

消きる覧
をすをが

、産合供合係
むる

は廃含る含あ

又業

業物。と。市

事棄むこ

第に７の

６る７等第３

中定

１設２対項規

第施
の承のて第に

項の項し

基 規継規必

にな及き

定を定要号づ

第特

基可基報び、

に認

別

づすづ告

きるきを

産めを理

、こ、求号管

５る
業。業る削産

産と

７等し償第こ

第者対無
を収項。

項に」で１と

し加去の

第対
中を、る定

号」えす規

加同こに

、を」づ

第え号と基

の号項加、

条同同をき

、業

４を第え産

７届前事

第立の出

」同

の等

第台次者

項出に業

帳
をし

中を号対

号」１に

終え業

第最加産

場物

の分。棄

条処る廃

。持

）上む維

」埋の

５

定地の理

規見）管

のの

）町

基ら定立

にか規積

の

停理のの村

の処）。

に

を設定定長

止施規規

業
ず設基基通

命のにに

棄

棄棄と、廃

廃廃こり

物

物物。第

処処

施施を集

理理号収

第と号棄

を項号同廃

しを物 第
号、同処

のし項第施

条と同項理

処分

を立処

、

終係

第分に

の届措

条了る



項第

別」
表に項
ら海

青）還第、か北

号
年の第金４
及の委第道 等施

中 の行条び支嘱
ま間

就に第違庁」項山

金本で地

農関１約のを

す項

北 海

条同項 同ら

を次

第項第項条」項の

を又に 第

事次

条８項第は、同に

過 第号ま

第１

２中で項疎農項の

項をと地林

項 」第１し域漁

号、振業項を を
条ず第興経と加

道 公 報

に第積る第４
項 別４の臨４第
」条
」 表、項活時項８

化置に第
に 第アと性措

イ、に法改２
改 ４ラし

、 支グ第関め項
め の

同を
同 庁マ６す平、」

か臨９項

項 の」項る成

本を

号外第

別

規受規す

終第産を理

表
則廃則理則る

了４規業

届支第棄第す第こ

のの

と る 物 出庁

と第

をの条処条こ条。

受本第理第

号

金き

平の第、

成産 額
十を条業
三算の廃
年定２棄
四促 しの物

１等

進るの並庁任を域

政」項直

の事規び農命

に延部にず接

た務定に

繰払

の基滞の、つ支

め
資づ金分
職下度 金くの掌解り制

資収項」げに の融徴事

第る 付機に第を、係 貸
け関関

市 にす項解

に対る第任項町 等

特営しえ 第」つ
を繰項別改、る

条りを措善同。

法画項

第第上第置計事

げ ２

を第

項条、項第」中

」」同と

にに表し条
を林を

改改の、」農項
漁第

めめ支第

、、庁

同同の項第業
の項 項項本を

第
５ 庁加ら時年第第
号 環え第措法２

置律号条中 境、
生同項法第中第
２第 活表ま

部ので平号第項
条に条 の支を成）８」

年に第改第 分庁１４」

本ず法改１め１ 掌の項

」 項庁つ律め項、項 事

を項を 第経繰第、」同

同 ８済り

設項項

理庁１施１。２
び

、境かにの及

し環項
活第る定第

並生ら係規
可基項

に部４許に３

び

規

業分ま証づの

産の項
事及交、定

廃掌でをき
す別基

物項び付特に

棄

る管づ

の第第

最７
月、４処

一通第理

日

軽

るにの

す項設

知３施

とい微

こお

日

準更

。て変

曜

すの
用等

日

すこ１」の村

第出
る届

に本 すると号に次基 関

付除め次方 る貸を中改
１の 別

金く第、の針 特

同 に。

を定 置

関）条事項認 措

る１中加に 法

す。第項

事項第え関
るす 平務」

行を事 ７

をを項。る 成

庁第条経と

う第第務 年

又営し

第を
７同農

過善第

号事政項は改、

中項部と

第のし疎又

分、地は項 第
項掌同域振を

条と事事自興第

」し項項立の
進めと

を、中第促た項

同第
項特のし 第事
項項第別計、

号項第

条中を１措画同

項部上

第のげ）第第４第
号 分、」１
第第 号掌同を号条中条

ア事事中

中項項特１第１

中第定第項９項

産７」条」 、第

４改

ハ４項業条に第に

４め項め

シ項中集第改

ブを積

を同

ト削特の項、」、

性を項項

ガり定活」同

、

終項条こ理き

ラ、中

次１。業産

処に第と産

３の棄廃

場の項廃業

分
を定管物

廃号規物棄

の
え基責の

の加に理等

止
。き者理

認るづ任処

確

報

る申設績

す、の実

を
業

第産
条び

９及
こ請置

最
第の
ら物
か棄

項廃
３

の
の場
で分
ま処
項終
５

法

規

こ

第と 第

と条項 律

、

２償３し

第る第と第

事こすこ

る
務第と

。 こ 。
のの。のの

条条と条条

法に項

」第削号置」事

り中 に
改項、第改第
め めか第第

録号
、、

すと別
表
変４

」、理の第建

るし

る５更の
設 を第第す第

工 ２５

届庁
事 登号条こ条の支

録ののとの

ス第小化第第第
６ 」５企に第３
号条号 の項業関

築２

次を集す条中第中
ず

の７、別士号

条第げ

表審

１と項築第査つ

第号同

のり

項し第第物４会繰

に支同下

第、２４等の

の第立庁意げ

４同号条

を

。あ報書

との等告

事

別

を者にか

た書受

つ告
別ら に改

表 第係め知表第
第 る、沿第

のま
４ 条も同岸水４項

業第支で
の のの事漁推
庁を
支 ２を項

基処
に立
定埋

第除第漁

表
別

づ分
３支

海のの

北５４
第第

定定

規規規規

中の庁

道

基基基基

にににに

定定

、、

きききき

づづづづ

体体更体

解解変解

、、

出業

事事届事

工工の工

２出の
に

者者を者

業業

に第第を本
係 し次２。

建
資 及次１２受庁

る 、

の及す設
材 びの項項理

資 新号規びる部
再 更２

３と分
源 すを定第この

」え基項。掌
化 る加に

き規項
に にるづの事

等

に次
す め、定に

関 改。

次３入のを、

号

る 、二

を第に項検本得同

」項
５次の査庁て項
を４

建項の規さ建」第

る部削号

築中１定せ設

を基このり中

基第号に

法号加づと分、

準７
施をえき。掌同第

行第る、事号
第同第

令８。特項を条

と建７項１

第号定

庁

の１ 村号の １く

庁ず ）本 項。項振本項

次構水つ 第庁 」）を興

建 に」

林り
設 改をの造の産繰

う善務上 の部 め加よ改

の 、え

に分 、に事部げ
分。 規掌 命同改業のる

第る進掌 定事 ず項め促
る第 こ６。対事 す項 る

本

山規の

単４ と号策中

づ産

域基水

地に庁

間定
支中部

接、務

直き林

等

事

付地掌

交間分

払山の

録

のの受登

実等項

金域

を、を

録録し簿

登登理

の

、否び般

し拒及一

を

及が覧

び、出閲

及し届

す

旨そつ供

のびあに

そ

を項こ

申旨事る

をのた

号建づ２
法 同級基の

請

を築き項
律

成 項又二加
平 同士、を

第は級え
法 号造築。年 ６木建る

士は第 し築又律 と建士

、
同の木

中所建）

項住造号

し築項第項
」 条、主中
と ２
第に第号を の
３対

１
号し号し第 第
かてを、
項第 第
ら報第同条 項
第告

と第項 号
６を号中１ ４

び に
まめし５及 」

号求

を又同か第 改
で、、号

」中融第

１は項ら３ め

独項
第 の資融
綱を 資７ 次第要項
事号 に

業を 条削
実削 第平り
第 施り 第８成、

項計、
同 条」年

５林を の項 第を農項 画
承第

認８ 項第水第

産号 のを

要接９

施直第
規条事項

払第

領支項
村中

成町号

平市５

年基
４本第

三月方

〇

項

付認５

日の第

１針条

に請登。

者申のと

け定

う

す通行

知にを

通者録

３の士施

第等築の

る知

所関

を出住に

号届の行

第第項 、

５受等す

第を

９」 同
号職

ず員

中ま、 を
つに号号に 号
り定で 同

繰特

務と 行中
項下建建を登

う 定の
違第官、 こ政 に２次し
。第 反２依第 と令

し項命

た」通項

６

第う第

振行は

農を又

）。」

号と項

６こ



立項る こま

を駒し

書で号項真と。

に規２第内、

きのの

平 公同 掲定中

成 げ中項園事

十 ると屋項

三 占第し内中

年 用第４、競第

四 に４号第技

北 海

２事同つす設議
びを

項 」行表繰る及等

上の電要

第 をなのりも

う保

通る

号 第」健げ、気す

を所、上 中
条の同空信も
業に

行 の行事表通事の

う項の路 な
」中土、に限

道 公 報

表め
員 別改

に吏

第第４同
」 し者第、

証

の事
に 、第に
対改 必

京第
め 要条し条条東項

１規事６
、 な第、第の

項出項定務号
同 指３届

示

号外第

に海第第助第

は等北び

そ第

言 立道 の

す第

事条ち福条条を条

規規る１

業の入祉のの

、ま定定こ項

の規りの

全定

号

第第第第
２規

のの第の

条条条条

定定項定

規規

月 場項 係号の

一 るの括項及か

日

書第屋第

もか弧をびら

のつ

外 をこき
掲と技ま

除書に項競項

くき

日

る、にを

。にげし場で

）掲

曜

る項

」げ占第係１

をる用

日

係をのつ

削占に項もず

に第木石係る

う 、

り用

改６現油る。

」 第
を
条め項業圧物）
の係 行 の、を所送件に

事設たる う ３同削の施

項、項、めも 」 、事り
第第第高のの に 第
改７２圧占を め 条

スく 、 の号項項ガ用除

３中を第

、第４のそ。 同

事

項 第第６号供の） 事

基の

項 をのをのに所中
第 す規す規

項海
８ る定べ定づ事北

基、第道
号 こにきにき

づとづ公５税
中 と基こ

。
きをき共号検

必施証
条 、指、的中査
の 届示
出す要設増及

係額北
、 をるなに加び

せこ報

にと及

条 ずと告る」海

づ基基。び

部に帳ちに

しづ書くづづ第

若基簿

、、項

くき類りきき２

解の例公公の

は、そ条

部体他共共規

一

施施に

の工の平的的定

業件９設設基

停事物成

新き

ををを年ののづ

止

査海築築、

命営検北新

基基規基

ににのに
ずむ

基、

ききにき

づづ定づ

業体き体

廃解づ解

、、
体業

の事解事

等工、工

をの事の

出者工者

届業

、にる第を繰

受登の登

除り 同係も
をと。げ

項るの項く下
」第

５の除し）、

第も
の除。同を９

号をく、
」項りの

２く）事削項
同に

び）を第、次

及。
第」削
をり項項次

り同同１

号削、中をの

項中給占」
か

第
条条と施用を

のし設の削 の

７、地、許り 号
中

架に同 及」第下高可、

を８街

第項、の当項 第 び

第か地道た第

条ら下路つ５

のを
条第室のて号 条」

そ路国中 の
２項の面土 ２

のま他下交 」第

認を道

２でこに通前 に
２ 公求定税

の に。を
、を価納
、 共め証増滞

的

は付」財条 施又交額者
、差３ の立すに産の 設
築検こ押、 新入る
を。な」条 等査と行証

工すうをの の

及 事る」

者さ道等等公

にこを北

届的

こかせ条のの共

る

若第出出施

とら、例届
をを設

。報
告し
）理た新

をく号受しの

に等

し関のす者築

徴は
又者行こ対の

、係施る
関。、出

はににとし届

る要し

員問す必を

職質

すを工を

理録施録

にさ

止消

こ消差り

る抹の取
及

こを、

。るめし

とす

旨
この
るそ

。ずび

と命
通
。を
と

ら、事事項

中海第加

第同項北項を

項

え 号第第道
ン事設

ー表及活
情 別タ別」生

化
課 こ第」第び文

報 表

長 と４に６
部総青
」 。の改の、・

民る長合少
に 道め

め」
」をれ設省号 改条

るのか 、

に１らけとの

めず類施協つ

に改項に

、

同、
第を第第第告第

若告勧

し

を 行 く

る第

は条う条条条す条

着と海び
必第こ第第の

手。行道

た」税の

しう徴条

更第第第第第第、

変し
若 を

第く

許条条条条条条し

せ事なた
可第第第第の

業こ導に

営る務指者

、
。
所と及対

第を第第第第第第

等
５行６９

の第

条う条条条条条条

又
、
し
知

第こ第第のの

の５人

砂）第他

土号は

改 警行第土

害施条の

災

森決画室
め の。の企年

建裁部」
、

導 事項画、
指 設事計に

検 務の推

室 の中室設
査 所項進建

参 事に企
」 中総つ室事 項、あ画
の 合て」

３１規こ１

次 道企はを

項。項項定と項

要２と

基規

措のののに。の

な
を定定定づ定

置規規規
基基、基

とにににきに

告き

こづづづ報づ

る基
を、、、若、

とききき
示査く築

命同公検し建

１は
る第すをは物

ず条

項定項そ

す３１２３規

のののにのの

る項項項

と規規規規基規許

この

にに

。定定定定づ定可

基基、基付

ににににき

た

づづづづ対づし

基基

、工、条

きききき策き

届届対対事第件

、、、

の条変

出出策策等９を

３１規規規１

をを工工

項。項項定定定項

８と

基基規

か及のにににの

第定づづづ定

らび規基

８にきききに

第

届国づ

項条基、、、基

３き９出又き

ま第づ第

地第

の項、条をは、

で
規の特第受

定規別１理方

に１地
に定警項す公条

業

域すの作

区関項を

戒
務にと

に事定場

等る規

土き一

るづて

け基し

お

す

害礎用

災基使

砂、時

に 民画計

防調

森政推設

の部画建

設室室理入 建策進管、

務あ事」管 事に参室札

」てを、室

所つ」に理
に三 をは削

あ一 政り企

民室調て

道策、画つ

１るす資の

の長生整は

この転

と項こる料移

こ

出の

規。と提等

。のと

めな

基求要

にを必

定。

置はを

措又置

く、措

づ

更

いなこ

行要る

を必と

等止１し

受受事事廃第

すすをのの項、

理理等

出しは

るる検完届若又

としををく工

ここ査了

第そ

。。、公受は事

と

の

及示理

びすす

査ここ第の

検るる条他

証。。項為

済とと１行

基に戒のる共第

をのの

と体項

づ基区許こ団１

き内に。と第

きづ域可
要議号

立、の必協２

、

ら

り係定なをか

入関特
町発件る第

又市開条す

付と号

一村行をこ４

は

で

使長をす。ま

時の為

る
に意可とに

用の許こ

め。

策たと

対のこ

止査
有

関占

にの

進人

推他

の

地

律土

法る

るす

す

文長札

森の活課入

平に

室を理

動定化」管

活指

進る」室

促す

言を

、助と

セ参を建参

のくす

旨し告

の若勧

そ

を

付可止

交許停

公はる 消、

こりじ

る取命

すを

をるげ

伴見す。掲

。
と

項

失くと事

損聴こる

う ち

成立

。

償との

補こ。

第又

律、

法り

年入



北

北 海

海平 道

道成 訓

文 令

書年 第

管４ ６

理月 号

程日
規１

北 海

な術るこ

るを同い技め

。表

訓

）道のい主。の
附

の域域が令

」民地地幹

は

を

則

活業業か、

加森農農置
良て成

、動改改れ平

え
同促良

表進普普い

道 公 報

か
項 課 別」置

一長上事
項 と 第れ

の 長 表を
る の画い中 す ６企て

長 ） 京務場次 。 東総る

務長は」 」 事部合

号外第

６次
第室

表策項

別政事

の
長裁

次決
部の

の長

号

加室の

を事長

」知室

事
平え長決

成、及裁
十同び事
三表政項
年の策

四

訓
る

す
正

改
を

部
一

の

知

の
次

を
令

セセい４

のセ及及な年

域１

民タンン地月

道ン
森所ーー農日

のータタ
長あ改ら

建長所に業か

普行

事にのつ良施

設」
所裁は及す

務、決て
項整ン。

長管事調セる

、の を

決課の係タ

の理

進改る長に所次 削 所」

革 と課。の改長に り の

推同 しに）決めの

、

進表 、あ裁、定
表る 課の 構つ事同め２

はのの順 長環人 造て項

上 革構項企序 と境以 改

よ 学置 推造す中業に 科
研か 誘
究れ 致る

政上は定

決

て セ 行東。

つい定る裁

め て２る。事策置、す

る は人場）項室か政る
室事 政以合の参れ策参

い次と 策上は順次事て

序 置、に

次に か室次２る長す 室

合指も

れ長の人場がる

るむ

に
う

長てがよよ以

つ定加政

月事

一室知書

日

政

びに、

及室長

長事課

造つ策

構あ

日

革はに

改て室

曜

進
推秘あ

日

め北

定
に

う
よ

長知際

室

先
本出堀

事
知

。道

る海

事」中」に

裁長項長ー

項ををあ

の次加つ

中長」、は

項所長えて

がの所

民定に整が

道指次調長

のす主指

建主次」す

森る。査定

）

事」が係

設幹長をる

をる タ 室事」い ン 政京
り合 所 主所削場 ー の務

決同 のは すの、 長
管長

事の 裁所 事裁表 決

、 る

の馬 項の に項競 事長 務

中務 項め い項事 の定 つ

すえ策課。

は所 中る て

参。次

はるる室長）

て
政

長指職

室の当

策事長相

長

の事課
指す含

の定を

つ策

事あ政

裁に、

決室
を国あ

項はに

のて室

項

関也

機達

改
に
う
よ
の
次

課

課課成

業
融育

産

材

庁

所改か術」

務に置技長

」、て幹改

長めれ主に
生

進 室室

年年推 少少

。
文生男

化活室

文

、長順

政人決 務に

行２の 総序
課 政広構

計

第部以裁よ

に計 」

評聴造統 広 推
報

め

中
表
付室

の策 表
別政

道書
海文
北道
海
北

。
る

産融人
経

地金 書理
文管

、
に 、」 に

」材 に

」

青振女 」
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職

女、

に

、

性業域営

産地経

経計、
文文 画

活活

企画生生

済

文生 進 統室室
化化 室
推

化活 計

造策策 策報

構政広政政

改聴室室

室広
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程
管規

室び課課
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程平
一
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力
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訓第
る令
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課
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技産金
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能
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済
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」

造室

室 室広課策 策策 策報進
政構 聴を室 室

一
の
）
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平 政 令

成 協年 第

十 議４ ７
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北 海

訓

下の
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附

は

」指令
則

建住成

を平

」、

道 公 報
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」指宅環

理
企

を

画ま都都公

号外第

を
備

管管整

設設築

建建建

室室室

理理

号

室
画

企
業

月 の

一 一

日

す
正

改
を

部

日

訓
る

曜

を
令

日

の
次

宅１ 導札月
４ 築指入年

査理施
ら 導検管か

日

指

。

建住室室る
す

課課行

く下

調づ市市
園 ち

局局

課道 画境 推

水 り 整計環

ま都都公

建課課課課

進

管管

設術画

建技計

ち 企

建建建

課課課

報理理

情

ちに

くま建」

情技計

」
、

に
企

農

築 り

定
に

う
よ 設設ち

建建ま

出堀
事
知

。道

る海

め北

改
に

」

」指入

指宅

先
本

、
に

」推計環下

。
る
め

建住都公

、
に

水

指宅環導 下

築市園指

画く整

企づ、

道 導境検

室 推管

課り備
整 計理 調 市

都画
室計
進

く

企企づ

課

都建
課課
画

設
進 企建推

室室り

画画
課づ

ち 整報
ま 調情

室 画

庁関也

機達

建建ま

課

北

毒 海

物

別こ

道

及

表の

訓 訓 附

び

中

令 令

劇 第 は 則

物

建
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取 号

平争７

競競。第
る

企平

争札第

入成競入条

争
札
加４札加項

参年入参４
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者月参者中

建住都公室
海
北

地第こ
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号

」

計計管
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北

地 海
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道

振成

の

訓 訓
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対年 第
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は

８

協月
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号

方表
地別

企情企
ち

平
附

方政狩

地行石
則

扱

協会行

政議方

行協地

者

画成

室

員

を月委

」４験

長年試

１

を

管ら程

設か規

建日会

るす
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室行廃
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審１加審

」
部

委審委設

査日者査建

員規設

会委会建

員査員

の規画

程会程企

規

」

部の和長

一程昭室

を一

正を北

改部年を

策議成

協会建
画月

会程企４
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規
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の和企日

程昭室１

一

課行

を北整施
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正道長す
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成議１

日部

１一
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４程

年規

する
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規議

会程協

議規政

る訓

項
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程昭会

一
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子

す訓女
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改海札
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訓第高

る令

に
う

よ
の

。次

るを
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三 定
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め

令る令建

訓す訓部

る正
号理
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め
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海警 教

道 道

海 海

北北北

令
訓

道会部
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委察

育

北 海

６策の

北を第政こ
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訓

海次

附

は

雇よ第長令
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則

平

対に項に、
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推正め成

策改中改

進す教る
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北

北 海

海平 道

道成北 教
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劇

道

扱成

取平

者

号
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平
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成年及
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三月劇
年１物
四日取

２
第

北 北

号 海海
道道
教警育

察委
本員
部会

部。庁４

本る育。年

北

か

規総日

置画１

設企月

程務

海 部ら

政す

和育行

昭教施

年策る道

本推
海参

北室。

第

部進 １

設本 号

一程

の規

程置

規設

置部

正北北を

改部

を一

部の

す海改

験４

試年
北北

委月海 員１
道

規か

会日

教海 程ら育 施

委

和す

昭行

員

る会道

北
年。

月扱

一者

日

会
員

委
験

試

日

程
規

曜

廃
を

日

す
止

訓

令 海
北を

・」

道事

中
庁部

員画

委企

育庁

教育

道教

１育

第教

令部

訓務

会総

令育る

訓教す 海 る道正

知 の会

次員令

を道委訓

堀小

定
に事長

う員

よ委

海

中。林

る

庁部め

訓

訓
道

令

第
令

訓
る

る
す
止
廃
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は
）
号

般局
一

堀
事
知
道
海
北

令

北北北 察

海 本第こ

道

海
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教
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育 海警 令中令

委察 は 則 第

員本 １環、

道会部

教

の室

）策

号政
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道成北道

海平海

北北

一

海青 青
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一達純
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道

海

生の

教

道 訓 附 活

育 海警 振令
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を４室

活 費部第年中

生
安 生

の中活境

定 活次項生環

生成
費平
消

也
達

安

活
会月
定４
安年

訓 ）生成

令 の活

第 一部年

４ 部生４
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北
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・
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海
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知 め
定
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次
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四
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。
る
め
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事
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般
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警
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活文
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道道

海海

北北北

平 海

教人

成 育事

十 委委三

員員年
四 道会会

北 海

訓
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こ
附

は
令
則

成
平

、

道 公 報

部第」第育第

画本策教

２ １推」を３庁７

第の

条 条進に条生条

４学

第 中に改男第涯中

１ 関め女

部境

号 共する平項習環

施参長生

中 同る。等中

参
画策画教、活

号外第

令を北

海訓名

北部題
本

３の道

海男第次海

北道
）う女

男共号よ男

道女
一改等

共参のに平

女同
同画

号

道成
海平

北
男

画日
参１

同月
共４

女年

月
一 北北北
日 海

海 道海
地

道 方日 道労企曜 働
議委業日
員

４
年

北北北北北

月

海海 １海海

日道道 か道道

ら人教

施警監 海
事育

す
行
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る
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画め本本男 推 よ参改察

をる画
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進 る

部の進
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画進

設

部置う部

本設よ本

進
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置程改置

設規に
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本
進

推
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改
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部
一

の
程

規
置

設
部
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訓
令
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部部安参

」部推 、 女」長全画 め
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連北」室 条

育改に ２
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め 中
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平画。る

を女企る
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道
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委 う
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令
訓

る
す
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る

中め
定
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北
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務

道
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部

告に
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北
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次構部年
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の るてす

化 すい供
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知事知事

後工空工空工
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支情支情支情

志事
会閲総閲会閲

庁報庁報
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事
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政共学覧力工支
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工
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虻岩岩

共

西
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公
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倶
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函
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務業内

総水総水総水総

課試課総

務産務産務産

内験内験内合

課試課試

町目
内験

町

２ １－

番 番 丁１

目

館

厚ー道タ中総函
号 地

閲水課水

岸経民ー央務

有課森覧産内産

道営の

管動験験

林内活室試試

４

町条

山２

地目

番丁
道田

幌業幌池

浦ー浦ー

林内林務

有課有林

道務
管管署

渡公

日５

る第

げ）

掲号

共狩共島共

工寒公石公

事

情住工支工支工

事地

建情建情

報宅事庁事庁

覧市報設報設報

閲都情

総総

部課部部

務務務務
網工帯工釧

務務務

総内

事走事広事路

留工稚工
土情土情土情土

萌事内
報木報木報木報木

土情
現閲現閲現閲現閲現

木

セ

業覧業覧業覧業覧業

画画タ

企企企ン

場場場
工室工旭工

総総総ー

画

事蘭事川事

札工小工函
事館

土情土情土情土情

幌事
木報木報木報木報

土情
現閲現閲現閲現閲

木報
業覧業覧業覧業覧

現閲

セ進総企

理促場場
業覧

共

１
タン部総

ンセ務画

を情設工

閲各建室事建

所管部除報部事

覧所設

覧築報

のの各く閲建情

設室）所整閲

場建課。

ンン課

セセ業

理理事

所

平

第部７

条設第

タタ内

項お及成

３に条
けび

条月

令公８４

同る第年

覧

所研閲指閲指閲

第共

所課所課所

究覧導覧導

３札函

管管管

所所所

所

市市

幌番幌館

札
市

二区４

区央原

西号中美

所

所所所所所所所所所
公

管管管管管

所所所所

釧

共共共共共

公公公公

市

萌内走広路

留稚網帯

葉

住末北東双

市市市市

所
江４条条町

之広７３

所

所所所所所所所所所
公

管管管管管

所所所所

旭

共共共共共

公公公公

館蘭川

札番小函室
幸永

市号市市市市

幌１

９６

央沢原町山

中奥美

工所備覧
区１４

管

に築公所

事建管室所
札

項
事

る備工公

係整共
中中

い市市

つ幌幌

に札

工に１

次区区

、央央

て

入す

及の定

条事規日

６
条び項

７及事

第札る

び

に

項の覧

５約閲

第契の

北丁

い化す

お正供

に適

４西番

軒条６

四３目

十
条７

目
丁目

１丁号

四
三

究海海設

閲北研北北建
渡導

室道所道道指

覧海

３番

町丁西南６

立総石

２目３

丁２丁丁
１

目番目目号

１

政北閲北

号
２地

番号番

海情海覧海

北閲北閲北
室道報道室道

海覧海覧

条

留稚網コ帯釧

道室道

南丁丁番

目目
６号丁 条
西番番目

１

閲北閲

２地 目番 丁号号

覧海覧

北閲北閲北閲北
室道室

海覧海覧海覧海

函室旭

道室道室道室道

条条

公３３

の北北

札小

情丁丁

事６６

工西西

共

知所

道覧

海閲

北報目目
画

お海海計

事に北北室

のる

て建建管

堀い道道

すにを

用進法

準促方

て

お

合ると

場すの

る関次

む定

含律り

を法
。

）成た

。平め

の

支支内

寒務狩島課

規年

済

宅閲経

住内庁庁

地課

内走ー広路

市室部

都覧

ー木木

土土総ナ土土

萌

業業

現現庁現現

木木合

蘭川

所所行所所

業業舎

館

木木木木

土土土土土

幌

業業業業

現現現現現

木

閲設設理
所所所所所

業

築

達す総建内

覧部部課

定法

内備

也。課整

る務

よ第
に律
り

） 建号 、



等課 北

平の９」 海

成指平を 道

元定成

の

告事
北 年） 示項

北の年海 第

海一４道
、

の 道部月建

告を１設 号

示次日部
事

北 海

根公閲北外閲午

以

２３
日９ 覧 共室共海の前

公
庁事の時 時 工支工覧道
日ら

情建情日休間か

事

関午

閲指閲に正

報設報

覧導覧

道 公 報

路

網公胆公日公十公釧
工支

走共振共高共勝共
庁事庁

支工支工支工支
情建情建

庁事庁事庁事
設報設報設

建情建情建
閲指閲指閲指

設報設報
導覧導覧導覧導

指閲指

導覧

号外第

共

公空公上公留公宗公
支工

共知共川共萌共谷
事庁事

工支工支工支工
建情建情

事庁事庁事庁
報設報設報

情建情建情
指閲指閲指閲

報設報設
覧導覧導覧導覧

閲指閲

覧導

号

山共志

檜公後

平支工支

成庁事庁
十建情建
三設報設
年指閲指
四

よち
及 第のま

項 導覧導

び

うづ
２ 改り

の 号にく

る課 事 海す進 の 北正推

外に 中 屋。」 項 道

ま

道 物る 海 告め 北 広改

管条及

所るで

所課所す

午

例び
か

市元時

室成１

根平後

道後

町海午

盤北ら

常年

所課所課所課

丁条５

３

管管

所所所所所

課所課

広路

網室浦帯釧

管管管

東浦

市市郡市市

走蘭河

条２

７町河３見

北幸浦

３目

西番栄南丁

条９町
丘 ３

所

所課所課所課所課所

旭留稚

管管管管

所所所

末

沢市市市

見川萌内

岩

６江４

８山之広

市永住
２目

西条町丁

条
５

月課所課

一所所

日

山田

檜虻

管管

日

江倶

郡郡

曜

町安

差知

日

等宅 例住 条。

陣北

字町

道ま

定海部 規北市 の都
り

知く

る事づ

よ知ち

に

例時

定室

指進

が推

事堀

第ま

目

第
条
１
第

）

地号

番２で

に

室号

根各

道項

海１

北

目通目番

丁号東丁２

支

建北建北建北建北

号号

海設海設海設海設海

北

釧

道指道指道指道指道
課路

網導胆導日導十導
支内支

走課振課高課勝

丁丁丁２

支内支内支内

目目目－

１
番

北建北建北建北建

地 番

設海設海設海設海設

建

導

指道指道指道指道指
谷課

導空導上導留導宗
内支内

課知課川課萌課

町条

屋１
内支内支内支

東
２

海設海

北建北
目 ３丁 －

支

山課志

檜導後

道指道

地也計

る市

す達都

支内

報

閲各教事石情

１

域画

管庁報教閲

覧所育情狩

覧局所

のの各閲育覧

所

庁掲

所設室所所

場建課

条育第

室日

覧る

閲げ

北

公第庁７ 海

共３に条平 道

工項お及成 教

事けび 育

の同る第年 委

入令公８４ 員

札第共条月 会

経経経経閲

庁庁庁庁庁

部部部部室

済済済済覧

企企閲北の閲午

外

２３

道時９

業業覧海日覧前

休か

所所の間時

局局日

庁庁庁庁

の公日ら

管管

部部

済済済済

経経経経

条業第１

部部

北

公第局７ 海

共３に条平閲 道

工項お及成覧 企

所 事けび 業

の同る第年の 局

入令公８４場 告

札第共条月所 示

所管

部部

済済

経経

庁庁

係共工

に公共

事管公

工
幌幌

に札札

項
事

る工事

、央央

て中中

い市市

つ

及６工に１

次区区

教

び条事規日 育

契及の定 長

約び入す 告 道

の第札る 示 教適７及事 第

育正条び項 ２

化第契の 号 委の５約閲

員

進に適に

促項の覧

会にお正供

教

関午

建共に正

関い化す

事情るで

工事すま

設工
覧午

係閲例び

に報条及

る
札元時

項成１

事所平後
午

い市北ら

つ幌年か

に

及６工に１

て中海

第

び条事規日 ２

契及の定 号

及事

の第札る

約び入す

化第契の

正条び項

適７
適に

促項の覧

の５約閲

関い化す

にお正供

進に

道

企

業

局

西

共条条

公３３

の北北

目目

情丁丁

事７７

工西
に北部報北局

所
覧
閲
報

務ー道画

お海総コ海企

る北

て教課ナ教総

い道

すての 育る準促方海

長

律すにを教

法用進法道

告施る関次育

示

令合ると員

行場すの委

を法お会

成む定育

平含律り教

。平め長

。鎌

年）成た

政の

区条５

、央道後

令規年

で

公３第ま

の北例時

次

第

事７）

工西号

共条２

覧北第

閲条

報目１

情丁

る

お企各

に道項

所海１

法海

る準促方北

すての
次公

律すにを道

法用進
と企

行場すの営

施る関
を法お業

令合る

成む定理

平含律り管

。平め者

。西

年）成た

政の
令規年

告

示

四
四

庁育庁課

閲育教ー育務

る画員狩

す企委石内

覧

定法田

務情育

。総会教

に律

第
号よ第昌

）り

市

に

い業号

） ５教号 第、 室る

覧覧げ

閲閲掲

て局 に律

第定法川

。
る以

す

号よ第昌

）り

利

） ５企号 第、



公立公

事道管道管道管

情立公立

平 報洞共常共厚共

成 閲爺工呂工岸工

十 覧少事少事少事

三 所年情年情年情

年 自報自報自報

四 然閲然閲然閲

北 海

立

釧情根情実事道情道
閲青

路報室報習情立報
書覧年

教閲教閲船報図
覧館所の

育覧育覧管閲

所局所所家

局所局所理

公管公管

管管所管所

所
公

道 公 報

報

情網情胆情日情十情
教閲

報走報振報高報勝
覧育覧

閲教閲教閲教閲
局所局所

覧育覧育覧育

管

所所所所

所局所局所

公公公公

管管管

号外第

谷

後情空情上情留情宗
閲教

志報知報川報萌報
育覧育

教閲教閲教閲教
所局所局

育覧育覧育覧

所所所所所

局所局所局

公公公公公

管管管管管

号

教閲

島報山報

渡情檜情

局所局所

育覧育覧

教閲
公公

管管

所所

月 の覧の覧の覧

一 家所家所家所

日

田呂岸

虻常厚

所所所

日

洞常厚

郡郡郡

曜

村町町

爺呂岸

日

共公共公

岩栄冠

字字愛

事工事工

工工共工共

共

室館別川

釧根函江深

事

常美文音

市市市市市

路

町４台町

見盤原京江

浦

丁目町丁

丁３丁東２

２

事

工工工工

共共共共

目

蘭河広

網室浦帯

事事事

３

北幸栄東

市市町市

走

番通南

条９東条

７町丘

３

西
３

工工工工工

共共共共共

倶岩旭留稚

事事事事事

安沢市市市

知見川萌内

北８山之広

町市永住末

条西条町丁

１条６江４

２目 東５

館差

函江

事事

工工

共共

丁町

４屋

原陣

美字

市町

目

番

屋浦６
地

家

課北の北の北の

地
番

道庶道庶

内海家海家海
厚課

立務立務立務

道庶
爺内呂内岸内

洞課常課

目 １目６
番番７ 番

地番 １番

北理北管北
号

号地号１

企海局海理海

北局北局
道画道管道課道

海企海
総教総教理立内立

道画

年

育務育務育課図青

教

号号丁

庁課庁課庁内書

北局北局
地

番
１

目目

丁

企海企海企

局北局北局
道画道画道画

企海企海
総教総教総教総

画道画
育務育務育務育務

総教
課庁課庁課庁課庁課

務

丁目目目－

２丁丁丁２

目１

局北局北局北局北

地
番

海企海企海企海企海

北

教

道画道画道画道画道
務育

教総教総教総教総
庁課庁

育務育務育務育

庁課庁課庁課

地 番番 ６

の

海企海企

北局北局
３ 号

育務

教総教総

道画道画

年

少少少

庁課庁課

育務

然然然

自自自

年年

る 北
別 。 管 海
表 理 道 平
教 職 管 人 成
育 手 理 事 十
庁 当 職 委 三
の に 手 員 年

習業家

釧内根内実館の

管部務

教教船務庶

路室

以あ
３

育育

管 外っ閲午

理 覧 のて前

職

時 日は９

手 、時

当 た当間か

に

内胆内日内十内

だ該ら

教教教教

走振高勝

内網

管道管閲北
２

育育育育

事立公立公海

管道工道

教情理共特共覧道

公立

休

工育報科工殊工の

共

情日

事研閲教事教事日

内留内宗
情究覧育情育

志知川萌谷

後内空内上

育育育育育

教教教教教
立

道工道工道工道工道
情三

立事立事立事立事
広報岸

近情旭情函情帯
閲美閲好

代報川報館報
術覧術覧太

美閲美閲美

島山

渡内檜内
術覧術覧

立公

道公道管

育育

教教

少事寄工

森工足共

立共
自報年情

年情少事

部 関 当 会 四
中 す に 規 月
東 る 関 則 一
京 規 す 七 日
事 則 る
務 規 一（
所 北 則 〇
の 海 の 〇
項 道 一 〇
を 人 部
削 事 を
り 委 改
、 員 正

関 し閉正

す 、庁午

る 同日ま

規 条以で道
則 例外及

の 第のび人一 １日午

部 条。後事を 第）１

改 １時委正 項か

す 各ら員る

報所所セ報セ報に
号午

タ覧す

閲所ン閲ン閲関

公ー所ー所る

覧管タ覧

例

共所所条

所

番幌１成

江札３札番平

中年

市市５市号元

別幌
区区海

京央央北

文中号

館所館所館所館所郎

台

管管管管術

所所所所美

共共共共所

公公公公館

幌川館広幌

札旭函帯札

中常五緑中

市市市市市

区公郭丘区

央盤稜ケ央

の覧

の覧然閲

然閲自報
寄

茅足

管所

所家所

家所
字町

町寄

森足

郡郡

部

同 会 す
部 規 る 北
中 則 規 海

七 則 道「
社 人
会 二 事
教 六 委
育 七 員
総 ） 会

四 合 の 委
五 セ 一 員

ン 部 長
タ を
ー 次 杉

規 に後会則 掲５

を げ時規こ るま

こ 日で

則に 以
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